
申   請 

 

平成２９年３月３０日   

 

  

原子力災害対策本部長 

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 

 

 

宮城県知事 村 井 嘉 浩 

 

 

 

原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第２項に基づく

平成２８年１２月２２日付け指示について、下記のとおり申請する。 

 

 

記 

 

１ 次に掲げる品目について出荷制限を解除すること。 

  宮城県大衡村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培され

たものに限る。）のうち、「宮城県きのこ栽培における放射能対策作業マニュアル

（露地栽培編）」に即して生産され、基準値以下であることが確認されたしいたけ 

 

２ 解除を申請する理由 

  別紙参照 

 

（別添４）



（別紙） 

出荷制限解除後の出荷管理と検査計画 

 

 

１ 出荷制限を解除する範囲 

出荷制限が指示され宮城県大衡村において産出されたしいたけ（露地において原木

を用いて栽培されたものに限る。）のうち，「宮城県きのこ栽培における放射能対策作

業マニュアル（露地栽培編）」（以下，県栽培管理基準という。）に即して生産され，基

準値以下であることが確認されたしいたけ。 

 

２ 経過及び解除申請の理由 

平成２４年５月１６日に，大衡村の原木しいたけ（露地栽培）１検体から一般食品

の基準値（100Bq/kg）を超える放射性セシウム（190Bq/kg）が検出されたため，同年

５月１８日に出荷制限が指示された。 

原木しいたけが基準値を超えた原因は，しいたけの栽培基盤であるほだ木の汚染と

考えられたため，町内の指標値（50Bq/kg）を超過したほだ木を廃棄し，汚染度の低い

原木を県外から導入し，入れ替えるとともに県栽培管理基準によりほだ木の汚染を防

止する管理を指導した。 

今回，大衡村内の生産者１名のほだ場について，県栽培管理基準に基づいた管理が

確認できたことから，当該ロットの発生前ほだ木及び発生したしいたけの検査を実施

した。 

検査の結果，しいたけ（１０検体）は，平均８．４Bq/kg，最大値１２Bq/kg で，す

べて基準値の２分の１以下となり，発生前ほだ木（６検体）も平均値９．２㏃/㎏，最

大値１３㏃/㎏であったことから，基準値を超過するしいたけが生産される可能性は極

めて低いと推定できる。 

 

３ 宮城県大衡村における管理計画 

（１） 県栽培管理基準の実施 

ア 生産者の管理 

宮城県は大衡村と連携し，大衡村内で原木しいたけの栽培を行う生産者につい 

て，生産者ごとに，ほだ場所在地，ほだ木本数，原木産地，植菌年度，検査結果 

等を記録した生産者台帳を整備する。記載内容等の変更があった場合は，その都 

度更新することにより，生産者及びほだ場の管理を行う。 

 

イ 県栽培管理基準に即した生産の実施 

宮城県は，国が示すガイドラインに基づき策定した県栽培管理基準により，大 

衡村内で原木しいたけ（露地栽培）の生産再開に取り組む生産者に対して，定期 

的に立ち入り検査を実施し，管理が適切に実施されていることを「栽培管理チェ 
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